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１．基本方針 

１．１ 要求事項の整理 

監視設備について，事業指定基準規則と再処理施設安全審査指針の比

較並びに当該指針を踏まえた，これまでの許認可実績により，事業指定基

準規則第 24 条において追加された又は明確化された要求事項を整理する。

（第１表） 
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第１表 事業指定基準規則第２４条と再処理施設安全審査指針 比較表 

事業指定基準規則 

第２４条（監視設備） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

 

 

第二十四条 再処理施設には，運転時，停止時，運転時の

異常な過渡変化時及び設計基準事故時において，当該再処

理施設及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線

量を監視し，及び測定し，並びに設計基準事故時における

迅速な対応のために必要な情報を制御室その他当該情報を

伝達する必要がある場所に表示できる設備（安全機能を有

する施設に属するものに限る。）を設けなければならな

い。 

 

（解釈） 
１ 第２４条は，設計基準において再処理施設の放射線

監視を求めたものである。 

 

（解釈） 
２ 第２４条に規定する「放射性物質の濃度及び線量を監

視し，及び測定し」とは，再処理施設の周辺監視区域周辺

において，サンプリングや放射線モニタ等により放射性物

質の濃度及び空間線量率を監視及び測定し，かつ，設計基

準事故時に迅速な対応を行えるように放射線源，放出点，

再処理施設周辺，予想される放射性物質の放出経路等の適

切な場所を監視及び測定することをいう。 

 

（解釈） 
３ 第２４条において，運転時及び停止時における環境

に放出する気体・液体廃棄物の監視及び測定について

は，「発電用軽水型原子炉施設における放出放射性物質

の測定に関する指針」（昭和５３年９月２９日原子力委

員会決定）を参考とすること。 

 

 

 

（指針9） 
 
２．再処理施設から放出される放射性気体廃棄物及

び放射性液体廃棄物については，その放出状況，放

射性物質の物理的あるいは化学的性状，放出管理の

方法等を勘案し，適切な測定対象核種，測定下限濃

度及び計測頻度を定め，適切な試料採取方法及び計

測方法により，施設から環境に放出される放射性物

質の濃度及び量の測定又は算出が可能な設計である

こと。 
３．環境における線量率，放射性物質濃度等を監視

するため，適切な環境放射線モニタリングが実施で

きる設計であること。 
４．上記１，２及び３に述べた施設内及び環境にお

ける放射線監視については，事故時においても線量

率，放射性物質濃度等に関する情報を得られるよう

な設計であること。 
 
 
（解説） 
１．具体的な環境放射線モニタリング計画の策定に

ついては，「環境放射線モニタリングに関する指

針」を参考とすること。 
２．環境放射線モニタリングの具体的な目標は，次

のとおりとする。 
(１) 一般公衆の線量を推定・評価すること。 

(２) 環境における放射性物質の蓄積傾向を把握す

ること。 

(３) 予期しない放射性物質の放出による周辺環境

 

 

変更なし 
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事業指定基準規則 

第２４条（監視設備） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

 

（解釈） 
４ 第２４条において，設計基準事故時における監視及び

測定については，「発電用軽水型原子炉施設における事故

時の放射線計測に関する審査指針」（昭和５６年７月２３

日原子力委員会決定）を参考とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

への影響の判断に資すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

前記のとおり 
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事業指定基準規則 

第２４条（監視設備） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

（解釈）

５ 第２４条において，モニタリングポストについて

は，非常用所内電源系統（無停電電源含む。）により電

源復旧までの期間を担保できる設計であること。また，

モニタリングポストの伝送系は多様性を有する設計であ

ること。

（指針9） 

２．再処理施設から放出される放射性気体廃棄物及

び放射性液体廃棄物については，その放出状況，放

射性物質の物理的あるいは化学的性状，放出管理の

方法等を勘案し，適切な測定対象核種，測定下限濃

度及び計測頻度を定め，適切な試料採取方法及び計

測方法により，施設から環境に放出される放射性物

質の濃度及び量の測定又は算出が可能な設計である

こと。

３．環境における線量率，放射性物質濃度等を監視

するため，適切な環境放射線モニタリングが実施で

きる設計であること。

４．上記１，２及び３に述べた施設内及び環境にお

ける放射線監視については，事故時においても線量

率，放射性物質濃度等に関する情報を得られるよう

な設計であること。

（解説）

１．具体的な環境放射線モニタリング計画の策定に

ついては，「環境放射線モニタリングに関する指

針」を参考とすること。

２．環境放射線モニタリングの具体的な目標は，次

のとおりとする。

(１) 一般公衆の線量を推定・評価すること。

(２) 環境における放射性物質の蓄積傾向を把握す

ること。

(３) 予期しない放射性物質の放出による周辺環境

への影響の判断に資すること。

追加要求事項 
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１．２ 要求事項の適合性 

ロ．再処理施設の一般構造

(ｐ) 監視設備 

(イ) 再処理施設の運転時，停止時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基

準事故時において，再処理施設から放出される放射性物質の濃度や，

周辺監視区域境界付近における空間放射線量率及び空気中の放射性物

質の濃度を監視し，及び測定するため，排気モニタリング設備，排水

モニタリング設備，環境モニタリング設備（モニタリング ポスト及び

ダスト モニタ），放出管理分析設備及び環境試料測定設備を設ける。 

(ロ) 設計基準事故時における対応のため，排気モニタリング設備及び環境

モニタリング設備の測定値を中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室及び緊急時対策所に指示できる設計とする。 

(ハ) モニタリング ポスト及びダスト モニタは，電源復旧までの期間の電

源を確保するため，非常用所内電源系統に接続する設計とする。さら

に，モニタリング ポスト及びダスト モニタは，短時間の停電時に電

源を確保するため，専用の無停電電源装置を有する設計とする。また，

モニタリング ポスト及びダスト モニタから中央制御室及び緊急時対

策所への伝送系は，有線及び無線により，多様性を有する設計とする。 
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１．３ 規則への適合性 

  「再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」（以下「事業

指定基準規則」という。）第二十四条では，監視設備について，以下の要

求がされている。 

 

（監視設備） 

第二十四条 再処理施設には，運転時，停止時，運転時の異常な過渡

変化時及び設計基準事故時において，当該再処理施設及びその境界

付近における放射性物質の濃度及び線量を監視し，及び測定し，並

びに設計基準事故時における迅速な対応のために必要な情報を制御

室その他当該情報を伝達する必要がある場所に表示できる設備（安

全機能を有する施設に属するものに限る。）を設けなければならな

い。 

 

 適合のための設計方針 

再処理施設の運転時，停止時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基

準事故時において，再処理施設から放出される放射性物質の濃度や，周辺

監視区域境界付近における空間放射線量率及び空気中の放射性物質の濃度

を監視し，及び測定するため，排気モニタリング設備，排水モニタリング

設備及び環境モニタリング設備を設けるとともに，放出管理分析設備，環

境試料測定設備及び放射能観測車を備える設計とする。また，設計基準事

故時における迅速な対応のため，排気モニタリング設備及び環境モニタリ

ング設備の測定値を中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室及び緊急時対策所に指示（ここでの指示とは，測定値を表示するこ

とをいう。）する設計とする。 
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運転時及び停止時に再処理施設から放出される放射性物質の濃度の監

視及び測定については，「発電用軽水型原子炉施設における放出放射性物

質の測定に関する指針」を参考とした設計とする。また，設計基準事故時

に監視及び測定するための設備は，「発電用軽水型原子炉施設における事

故時の放射線計測に関する審査指針」を参考とした設計とする。 

(１) 再処理施設から放出される放射性物質の濃度の監視及び測定 

気体廃棄物の放出経路となる主排気筒，北換気筒及び低レベル廃棄物

処理建屋換気筒には，放出される放射性物質の濃度を監視及び測定す

るため，排気モニタリング設備として排気筒モニタ及び排気サンプリ

ング設備を設ける設計とする。 

液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備には，放出される放射

性物質の濃度を監視及び測定するため，排水モニタリング設備として

排水サンプリング設備を設ける設計とする。 

気体廃棄物及び液体廃棄物の放出に係る試料の分析及び放射能測定を

行うため，放出管理分析設備を備える設計とする。 

排気筒モニタは，設計基準事故時における迅速な対応のため，その測

定値を中央制御室において指示及び記録し，放射能レベルがあらかじ

め設定した値を超えたときは，警報を発する設計とする。また，排気

筒モニタの測定値は，緊急時対策所において指示する設計とする。使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室においても必要な排気筒

モニタの指示及び記録を行い，放射能レベルがあらかじめ設定した値

を超えたときは，警報を発する設計とする。 

(２) 周辺監視区域境界付近における空間放射線量率等の監視及び測定 

再処理施設の周辺監視区域境界付近には，空間放射線量率及び空気中

の放射性物質の濃度を監視及び測定するため，環境モニタリング設備
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としてモニタリング ポスト及びダスト モニタを設ける設計とする。 

周辺監視区域境界付近で採取した試料の放射能測定を行うため，環境

試料測定設備を備える設計とする。 

また，設計基準事故時に迅速な対策が行えるよう，空間放射線量率

及び空気中の放射性物質の濃度を監視及び測定するための放射能観測

車を備える設計とする。 

モニタリング ポスト及びダスト モニタは，設計基準事故時における

迅速な対応のため，その測定値を中央制御室及び使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室において指示及び記録し，放射線レベル又

は放射能レベルがあらかじめ設定した値を超えたときは，警報を発す

る設計とする。モニタリング ポスト及びダスト モニタの測定値は，

緊急時対策所において指示する設計とする。また，モニタリング ポス

ト及びダスト モニタから中央制御室及び緊急時対策所への伝送系は，

有線及び無線により，多様性を有する設計とする。 

モニタリング ポスト及びダスト モニタは，電源復旧までの期間の電

源を確保するため，非常用所内電源系統に接続する設計とする。さら

に，モニタリング ポスト及びダスト モニタは，短時間の停電時に電

源を確保するため，専用の無停電電源装置を有する設計とする。 

【補足説明資料１－２】
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２． 監視設備の基本方針 

２．１ 監視設備 

２．１．１ 概要 

  監視設備は，再処理施設及びその境界付近における空間放射線量率等を 

監視するためのもので，試料分析関係設備，放射線監視設備及び環境管理 

設備で構成する。 
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２．１．２ 設計方針  

  監視設備は，次の方針に基づき設計する。 

(１) 再処理施設外の主要な箇所における空間放射線量率及び空気中の放射

性物質の濃度を測定，監視できるようにする。 

(２) 放射線監視設備からの主要な情報は，制御室において集中して監視 

できるようにする。 

(３) 主排気筒及び北換気筒の放射性物質の環境放出管理に係る放射線監 

視設備については，特に多重性を考慮する。 

(４) 平常時の放射性物質の放出に係る放射線監視設備は，「発電用軽水 

型原子炉施設における放出放射性物質の測定に関する指針」を参考とし

た設計とする。 

(５) 事故時に必要な放射線監視設備は，「発電用軽水型原子炉施設にお 

ける事故時の放射線計測に関する審査指針」を参考とした設計とする。 

(６) 環境モニタリング設備のモニタリング ポスト及びダスト モニタは，

非常用所内電源系統に接続するとともに，伝送系は多様性を有する設計

とする。 

【補足説明資料１－２】 
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２．１．３ 試料分析関係設備 

 再処理施設の放射線管理に伴う放射性廃棄物の放出管理用試料及び環境

試料の一般化学分析，放射化学分析及び放射能測定を行うため，次の設備

を備える。 

(１) 放出管理分析設備 

 気体廃棄物及び液体廃棄物の放出に係る試料の分析及び放射能測定を

行う機器を備える。 

(２) 環境試料測定設備 

周辺監視区域境界付近で採取した試料の放射能測定を行う機器を備え

る。 
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２．１．４ 放射線監視設備 

  放射線監視設備は，屋外モニタリング設備で構成する。 

(１) 屋外モニタリング設備 

 再処理施設外へ放出する放射性物質の放射能レベル及び再処理施設周

辺の放射線レベルを監視するため屋外モニタリング設備を設ける。 

 屋外モニタリング設備は，排気モニタリング設備，排水モニタリング

設備及び環境モニタリング設備で構成する。 

 ａ．排気モニタリング設備 

 排気モニタリング設備は，排気筒モニタ及び排気サンプリング設備で

構成する。 

 排気筒モニタは，２系統のガス モニタで構成し，主排気筒及び北換気

筒から放出される放射性希ガスの連続監視を行い，中央制御室にて指示

及び記録するとともに，放射能レベルがあらかじめ設定した値を超えた

ときは，警報を発する。排気筒モニタの測定値は，緊急時対策所におい

て指示する。また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にお

いても必要な排気筒モニタの指示及び記録を行い，放射能レベルがあら

かじめ設定した値を超えたときは，警報を発する。 

排気サンプリング設備には，よう素用フィルタ，粒子用フィルタ，炭

素－14捕集装置及びトリチウム捕集装置を設けて放射性よう素，粒子状

放射性物質，炭素－14及びトリチウムを連続的に捕集し，定期的に回

収・測定する。 

また，冷却空気出口シャフトには，ガス モニタを設け，排気口から放

出される放射性希ガスを監視する。 

 排気モニタリング設備は，「発電用軽水型原子炉施設における放出放

射性物質の測定に関する指針」を参考にして計測方法及び試料採取方法

14
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を定め，放出される放射性物質の濃度及び量の測定ができるとともに，

「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指

針」を参考にして，事故時にも放出される放射性物質の量を把握できる

設計とする。 

 また，安全上重要な施設である主排気筒の排気筒モニタは，非常用所

内電源系統に接続する設計とする。さらに，排気筒モニタの機能を健全

に維持するための適切な保守及び修理ができる設計とする。 

 排気モニタリング設備のモニタリング内容を第8.4－２表に示す。 

 ｂ．排水モニタリング設備 

 液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第１放出前貯槽又は

第２放出前貯槽から排水をサンプリングするための排水サンプリング設

備を設け，サンプリング試料を放出管理分析設備にて分析・測定する。 

 排水サンプリング設備は，「発電用軽水型原子炉施設における放出放

射性物質の測定に関する指針」を参考にして計測方法及び試料採取方法

を定め，放出される放射性物質の濃度及び量の測定ができる設計とする。 

 また，放出の異常の有無を確認するため排水モニタを設け，中央制御

室にて指示及び記録するとともに，放射能レベルがあらかじめ設定した

値を超えたときは，警報を発する。さらに，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室においても必要な排水モニタの指示及び記録を行い，

放射能レベルがあらかじめ設定した値を超えたときは，警報を発する。 

 ｃ．環境モニタリング設備 

 周辺監視区域境界付近に，空間放射線量率の連続監視を行うためのモ

ニタリング ポスト及び空間放射線量測定のための積算線量計を設置す

る。 

また，空気中の放射性物質の濃度を監視するため，粒子状放射性物質

15
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を連続的に捕集・測定するダスト モニタを設ける。 

モニタリング ポスト及びダスト モニタは，その測定値を中央制御室

及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室において指示及び記

録し，放射線レベル又は放射能レベルがあらかじめ設定した値を超えた

ときは，警報を発する。モニタリング ポスト及びダスト モニタの測定

値は，緊急時対策所において指示する。また，モニタリング ポスト及

びダスト モニタから中央制御室及び緊急時対策所への伝送系は，有線

及び無線により，多様性を有する設計とする。 

モニタリング ポスト及びダスト モニタは，電源復旧までの期間の電

源を確保するため，非常用所内電源系統に接続する設計とする。さらに，

モニタリング ポスト及びダスト モニタは，短時間の停電時に電源を確

保するため，専用の無停電電源装置を有する設計とする。 

環境モニタリング設備の測定地点，測定範囲，測定方法及び測定頻度

は，「六ヶ所再処理施設周辺の環境放射線モニタリング計画について」

を参考にして定めるとともに，「発電用軽水型原子炉施設における事故

時の放射線計測に関する審査指針」を参考として，事故時においても周

辺監視区域境界の空間放射線量率及び空気中の放射性物質の濃度の状況

が把握できるものとする。 

【補足説明資料１－２】 
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第 8.4－２表 排気モニタリング設備のモニタリング内容 

測 定 対 象 

測   定  箇  所 注） 

測 定 方 法 

 
 

 
 

主 
 
 
 

排 
 
 

気 
 

 

筒 

北
換
気
筒 

 

低
レ
ベ
ル
廃
棄
物
処
理
建
屋
換
気
筒 

使
用
済
燃
料
輸
送
容
器
管
理
建
屋
換
気
筒

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換
気
筒

 
 

第
１
ガ
ラ
ス
固
化
体
貯
蔵
建
屋
換
気
筒

ハ
ル
・
エ
ン
ド 

ピ
ー
ス
及
び 

 放 射 性 希 ガ ス ○ － ○ － －  連続測定 

 放 射 性 よ う 素 ○ － ○ － － 
 連続捕集， 

 定期的に回収・測定 

 粒子状放射性物質 ○ ○ ○ ○ ○ 
 連続捕集， 

 定期的に回収・測定 

炭 素 －        14 ○ － － － － 
 連続捕集， 

 定期的に回収・測定 

 ト リ チ ウ ム ○ － ○ － ○ 
 連続捕集， 

 定期的に回収・測定 
 

注）高レベル廃液ガラス固化建屋及び第１ガラス固化体貯蔵建屋の冷却空気出口 

    シャフトからの排気は，放射性希ガスを監視する。 
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２．１．５ 環境管理設備 

  平常時及び事故時に敷地周辺の空間放射線量率及び空気中の放射性物質

の濃度を迅速に測定するため，空間放射線量率測定器，ダスト サンプラ，

よう素サンプラ及び放射能測定器を搭載した無線通話装置付きの放射能観

測車を備える。 

  また，敷地周辺の公衆の線量評価に資するため，風向，風速，日射量，

放射収支量，雨量及び温度を連続観測し，記録する気象観測設備を設ける。 

  気象観測設備は，その観測値を中央制御室において指示及び記録すると

ともに，緊急時対策所において指示する。 
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３． 試験・検査 

３．１ 監視設備に係る試験・検査 

試料分析関係設備，放射線監視設備及び環境管理設備は，定期的に検査

及び校正を行うことによりその健全性を確認する。 
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補足説明資料１－２（２４条）
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１．モニタリング ポスト等の追加要求事項に対する適合方針 

１．１ モニタリング ポスト等の配置及び計測範囲 

  周辺監視区域境界付近に，空間放射線量率の連続監視を行うための

モニタリング ポストを設置している。また，空気中の放射性物質の

濃度を監視するため，粒子状放射性物質を連続的に捕集・測定するダ

スト モニタを設置している。 

  モニタリング ポスト及びダスト モニタ（以下，「モニタリング ポ

スト等」という。）は，その測定値を中央制御室及び使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室において指示及び記録し，放射線レベ

ル又は放射能レベルがあらかじめ設定した値を超えたときは，警報を

発する設計としている。また，モニタリング ポスト等の測定値は，

緊急時対策所において指示する設計としている。 

モニタリング ポスト等の計測範囲等を第１表に，配置図及び写真を

第１図に示す。 

第１表 モニタリング ポスト等の計測範囲等 

名称  検出器  計測範囲  警報設定値  台数

モニタリング  

ポスト  

低レンジ  

NaI（ Tl）  

シンチレーショ

ン  

10
- 2

～ 10
1  

[μ Gy/h] 

計測範囲内

で可変  
9 

高レンジ  電離箱  
10

0

～ 10
5

[μ Gy/h] 

計測範囲内

で可変  
9 

ダスト  

モニタ  

アルファ

線用  

ZnS(Ag) 

シンチレーショ

ン  

（連続集

塵、  

連続測定

時）  

10
- 2

～ 10
4  

[s
- 1
] 

計測範囲内

で可変  
9 

ベータ  

線用  

プラスチック  

シンチレーショ

ン  

計測範囲内

で可変  
9 

 

補 -1-2-1
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第１図 モニタリング ポスト等の配置図及び写真

MP-7

MP-8 

MP-4 

補 -1-2-2

MP-1 

MP-2 

MP-3 
MP-5 

MP-6

MP-9 
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１．２ モニタリング ポスト等の電源

モニタリング ポスト等は，電源復旧までの期間の電源を確保する

ため，非常用所内電源系統に接続する設計としている。さらに，モニ

タリング ポスト等は，短時間の停電時に電源を確保するため，専用

の無停電電源装置を有する設計としている。

 無停電電源装置の設備仕様を第２表に，モニタリング ポスト等の

電源構成概略図を第２図に示す。 

第２表 無停電電源装置の設備仕様

名称 容量 発電方式
バックアップ

時間 ※  
台数 備考

無停電

電源装置
4.0kVA 蓄電池 約６時間

局舎毎

に１台

計９台

停電時に電源

を供給できる

※ バックアップ時間は，モニタリング  ポスト等の実負荷により算出

第２図 モニタリング ポスト等の電源構成概略図

補 -1-2-3
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１．３ モニタリング ポスト等の伝送 

  モニタリング ポスト等から中央制御室及び緊急時対策所への伝送

系は，有線及び無線（衛星電話）により，多様性を有する設計とする。 

  モニタリング ポスト等の伝送概略図を第３図に示す。 

 

 

第３図 モニタリング ポスト等の伝送概略図 

 

 

補 -1-2-4
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